
［標準様式例7-2］

変 更 契 約 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額 ＋ ６４５,７００円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

令和８年３月３１日

１０１,１２３,０００円（税込み）

１０１,７６８,７００円（税込み）

１．工事積算
　工事発注の変更により、工事区分(Lv1)の舗装（当初設計書Ｂ
２）、電線共同溝（当初設計書Ｂ２）、コンクリート橋上部
（当初設計書Ａ）を新たに追加を行い、数量の変更を行うもの
とする。
２．打合せ
　打合せについて、数量の増工を行うするものとする。
３．情報共有システム使用料
　本業務は、情報共有システム活用の対象業務であり、費用は
設計変更の対象とし、情報共有システム使用料を追加する。
４．履行期間
　履行期間は、当初のとおり令和８年３月３１日までとする。

■業務打合せ
　対象工事毎の打合せ　　　　　　　　５４回→５６回
■業務計画・現地調査
　現地調査　　　　　　　　　　　　　２０回→２１回
■道路改良・改築
　舗装（当初設計Ｂ２）　　　　　　　０工事→２工事
  舗装（変更設計Ｂ）　　　　　　　　１工事→０工事
　コンクリート橋上部（当初設計Ａ）　０工事→１工事
■共同溝・電線共同溝
　電線共同溝（当初設計Ｂ２）　　　　０工事→２工事
  電線共同溝（変更設計Ｂ）　　　　　１工事→０工事
■道路維持・修繕
　道路修繕（変更設計Ｂ）　　　　　　１工事→０工事
  橋梁保全工事（変更設計Ｂ）　　　　１工事→０工事

（第１回）契約変更の内容

業 務 概 要

（ 変 更 し た 内 容 に
つ い て 記 述 す る ）

Ｒ６・Ｒ７大宮国道積算技術業務
関東建設・スタッド設計共同体

令和６年９月６日

令和６年４月１１日

土木関係建設コンサルタント業務

大宮国道事務所管内

Ｒ６・Ｒ７大宮国道積算技術業務

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町
四丁目２６２番地１６マルキュービル



［標準様式例7-2］

変 更 契 約 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額 ＋ ６,４４８,２００円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

令和６年４月１１日

土木関係建設コンサルタント業務

大宮国道事務所管内

Ｒ６・Ｒ７大宮国道積算技術業務

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目２６２番地１６
マルキュービル

令和８年３月３１日

１０１,７６８,７００円（税込み）

１０８,２１６,９００円（税込み）

１．工事積算
　工事発注の変更により、事業区分（Lv0）共同溝・電線共同溝
の工事区分(Lv1)電線共同溝の当初設計Ｂについて、数量の変更
を行うものとする。

２．打合せ
　打合せについて、数量の増工を行うするものとする。

３．履行期間
　履行期間は、当初のとおり令和８年３月３１日までとする。

■業務打合せ
　対象工事毎の打合せ　５６回　→　６０回

■業務計画・現地調査
　現地調査　２１回　→　２２回

■共同溝・電線共同溝
　電線共同溝（当初設計Ｂ）６工事　→　８工事

（第２回）契約変更の内容

業 務 概 要

（ 変 更 し た 内 容 に
つ い て 記 述 す る ）

Ｒ６・Ｒ７大宮国道積算技術業務
関東建設・スタッド設計共同体

令和６年１２月５日



［標準様式例7-2］

変 更 契 約 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額 ＋ ２２,０７８,１００円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

（第３回）契約変更の内容

業 務 概 要

（ 変 更 し た 内 容 に
つ い て 記 述 す る ）

Ｒ６・Ｒ７大宮国道積算技術業務関東建設・スタッド設計共同体

令和７年２月２７日

令和６年４月１１日

土木関係建設コンサルタント業務

大宮国道事務所管内

Ｒ６・Ｒ７大宮国道積算技術業務

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル

令和８年３月３１日

１０８,２１６,９００円（税込み）

１３０,２９５,０００円（税込み）

１．現地調査
　精査の結果、現地調査の数量変更を行う。
２．工事積算
　工事発注の変更により、工事区分(Lv1)の道路改良（当初Ｂ）、
舗装（当初Ｂ）、コンクリート橋上部（当初Ａ）、橋梁下部（当初
Ｂ）、電線共同溝（変更Ｂ）、道路維持（当初Ｂ）、道路維持（変
更Ｂ）、道路修繕（当初Ｂ）、道路修繕（変更Ｂ）、橋梁保全工事
（当初Ａ）について、数量の変更を行う。
３．打合せ
　精査の結果、打合せの数量変更を行う。
４．履行期間
　履行期間は、当初のとおり令和８年３月３１日までとする。

■業務打合せ
　対象工事毎の打合せ　６０回　→　７６回
■業務計画・現地調査
　現地調査　２２回　→　２４回
■工事積算（１式）
　道路改良（当初Ｂ）、舗装（当初Ｂ）、コンクリート橋上部（当
初Ａ）、橋梁下部（当初Ｂ）、電線共同溝（変更Ｂ）、道路維持
（当初Ｂ）、道路維持（変更Ｂ）、道路修繕（当初Ｂ）、道路修繕
（変更Ｂ）、橋梁保全工事（当初Ａ）の数量変更


